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いのちに合掌

『山静教区十五本山めぐり 御首題帳』
日蓮宗 立正安国・お題目結縁運動 ”いのちに合掌”

日 蓮 宗

山梨 
静岡 

地区

十
五
本
山
め
ぐ
り

総本山身延山久遠寺総本山身延山久遠寺

本山海光山佛現寺

大本山富士山本門寺

本山海光山佛現寺

本山大野山本遠寺

本山岩本山實相寺

本山大野山本遠寺

本山青龍山本覚寺本山青龍山本覚寺

本山龍水山海長寺本山龍水山海長寺

大本山富士山本門寺

本山貞松山蓮永寺

本山大成山本立寺本山大成山本立寺
本山経王山妙法華寺本山経王山妙法華寺

本山岩本山實相寺

本山貞松山蓮永寺
本山東光山實成寺本山東光山實成寺

本山本立山玄妙寺本山本立山玄妙寺

本山富士山久遠寺 本山富士山久遠寺 
本山徳栄山妙法寺本山徳栄山妙法寺

本山延兼山妙立寺本山延兼山妙立寺

①
総
本
山
身
延
山

久
遠
寺

山
梨
県
南
巨
摩
郡
身
延
町
身
延
三
五
六
七

く

お
ん

じ

④
大
本
山
富
士
山

本
門
寺

静
岡
県
富
士
宮
市
北
山
四
九
六
五

ほ
ん

も
ん

じ
⑥
本
山
岩
本
山

實
相
寺

静
岡
県
富
士
市
岩
本
一
八
四
七

じ
�

そ
う

じ

③
本
山
大
野
山

本
遠
寺

山
梨
県
南
巨
摩
郡
身
延
町
大
野
八
三
九

ほ
ん

の
ん

じ

②
本
山
徳
栄
山

妙
法
寺 

山
梨
県
南
巨
摩
郡
増
穂
町
小
室
三
〇
六
三

み
�
う

ほ
う

じ

⑬
本
山
貞
松
山

蓮
永
寺 

静
岡
県
静
岡
市
葵
区
沓
谷
二
の
七
の
一

れ
ん

え
い

じ

⑫
本
山
青
龍
山

本
覚
寺 

静
岡
県
静
岡
市
駿
河
区
池
田
一
三
七
九

ほ
ん

が
く

じ

⑧
本
山
海
光
山

佛
現
寺 

静
岡
県
伊
東
市
物
見
ケ
丘
二
の
三
〇

ぶ
つ 

げ
ん 

じ

⑨
本
山
大
成
山

本
立
寺 

静
岡
県
伊
豆
の
国
市
韮
山
金
谷
二
六
八
の
一

ほ
ん 

り
�
う 

じ

⑪
本
山
龍
水
山

海
長
寺 

静
岡
県
静
岡
市
清
水
区
村
松
二
九
九

か
い 

ち
�
う 

じ

⑩
本
山
東
光
山

實
成
寺 

静
岡
県
伊
豆
市
柳
瀬
三
五
三

じ
つ 

じ
�
う 

じ

⑤
本
山
富
士
山

久
遠
寺 

静
岡
県
富
士
宮
市
小
泉
一
六
四
九

く 

お
ん 

じ

⑭
本
山
本
立
山

玄
妙
寺 

静
岡
県
磐
田
市
見
付
二
四
四
〇
の
一

げ
ん

み
�
う

じ

⑦
本
山
経
王
山

妙
法
華
寺 

静
岡
県
三
島
市
玉
沢
一

み
�
う

ほ
� 

け

 

じ

⑮
本
山
延
兼
山

妙
立
寺

静
岡
県
湖
西
市
吉
美
二
七
四
五

み
�
う 
り
�
う

じ
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宗
務
所
長
就
任
の
ご
あ
い
さ
つ

静
岡
県
中
部
宗
務
所
長

常
泉
寺

貫
名

英
舜

合
掌

私
は
、こ
の
度
、平
成
二

十
三
年
か
ら
同
二
十
六
年
ま
で
の

四
年
間
の
任
期
で
、日
蓮
宗
静
岡

県
中
部
宗
務
所
長
に
就
任
い
た
し

ま
し
た
貫
名
英
舜
と
申
し
ま
す
。

ど
う
ぞ
、よ
ろ
し
く
お
願
い
を
申

し
上
げ
ま
す
。み
な
さ
ま
方
に
は
、

引
き
続
き
、日
蓮
宗
の
檀
信
徒
と

し
て
宗
門
の
護
持
発
展
の
た
め
に

応
分
の
お
力
添
え
を
賜
り
ま
す
こ

と
を
改
め
て
お
願
い
を
申
し
上
げ

る
次
第
で
す
。

さ
て
、言
う
ま
で
も
な
く
、現
在

の
日
本
は
三
月
十
一
日
に
起
こ
り

ま
し
た
東
日
本
大
震
災
と
福
島
第

二
原
発
の
事
故
に
よ
り
、未
曾
有

の
国
難
と
も
い
う
べ
き
厳
し
い
事

態
の
中
に
あ
り
ま
す
。こ
の
震
災

と
大
津
波
に
よ
っ
て
二
万
人
余

り
の
尊
い
人
命
が
失
わ
れ
、ま
た

多
く
の
人
々
が
生
活
の
基
盤
を

奪
わ
れ
ま
し
た
。加
え
て
、原
子

力
発
電
所
の
事
故
に
よ
り
避
難

生
活
を
余
儀
な
く
さ
れ
て
い
る

方
々
も
多
数
お
ら
れ
、ま
た
、同

事
故
に
よ
る
放
射
能
汚
染
に
よ

り
農
業
、水
産
業
に
も
深
刻
な
被

害
が
及
ん
で
い
ま
す
。

今
、我
々
が
す
る
べ
き
こ
と

は
、こ
れ
ら
の
被
災
者
を
支
え
、

さ
ら
に
復
興
を
支
援
す
る
こ
と

で
す
。そ
の
上
で
、災
害
に
強
い

生
活
基
盤
の
整
備
と
従
来
の
資

源
・
エ
ネ
ル
ギ
ー
に
関
す
る
考
え

方
を
根
本
的
に
見
直
す
こ
と
で

す
。日

蓮
大
聖
人
は
、『
立
正
安
国

論
』に
お
い
て
社
会
の
危
機
を
乗

り
越
え
る
た
め
に
は
、そ
こ
に
住

む
人
々
の
意
識
改
革
が
必
要
で

あ
る
と
説
か
れ
ま
し
た
。仏
教
で

は「
因
果
」を
説
き
ま
す
。社
会
が

危
機
状
態
を
迎
え
る
の
に
は
そ
れ

な
り
の
原
因
が
あ
る
と
い
う
こ
と

で
す
。そ
し
て
、そ
の
根
本
的
な
原

因
に
立
ち
戻
っ
て
、変
革
す
べ
き

と
こ
ろ
は
勇
断
を
も
っ
て
糺
す
べ

き
で
あ
る
と
し
ま
す
。

日
蓮
宗
は
、現
在
、「
立
正
安
国
・

お
題
目
結
縁
運
動
」の
第
二
期
の

運
動
を
展
開
し
て
い
ま
す
。「
敬
い

の
心
で
安
穏
な
社
会
づ
く
り
、人

づ
く
り
」の
推
進
が
主
た
る
テ
ー

マ
で
す
。こ
の
危
機
の
時
代
に
お

い
て
、ど
う
す
れ
ば
人
々
が
安
心

し
て
暮
ら
せ
る
社
会
を
構
築
す
る

こ
と
が
で
き
る
の
か
を
僧
俗
一
体

と
な
っ
て
考
え
、実
行
に
移
し
て

参
り
た
い
と
思
い
ま
す
。皆
様
に

は
こ
れ
ま
で
以
上
の
ご
協
力
を
賜

り
ま
す
よ
う
お
願
い
申
し
上
げ
、

ご
挨
拶
と
致
し
ま
す
。

         日
蓮
宗
静
岡
県
中
部
宗
務
所
長

貫
名

英
舜

日蓮宗静岡県中部宗務所
〒416-0901 静岡県富士市岩本2184-2 TEL0545-64-6668

開所日：月・木・金 10：00～16：00   

「立正安国・お題目結縁運動」平成34年3月31日まで

『ひろめよう合掌の心』
管区テーマ

宗門運動

平
成
三
十
三
年（
二
○
二
一

年
）は
宗
祖
日
蓮
大
聖
人
御
降
誕

（
お
生
ま
れ
に
な
ら
れ
て
）八
百

年
の
聖
な
る
年
に
あ
た
り
ま
す
。

日
蓮
宗
で
は
こ
の
年
を
め
ざ
し

て
、現
在
宗
門
あ
げ
て『
立
正
安

国
・
お
題
目
結
縁
運
動
』を
推
し

進
め
て
い
ま
す
。

日
蓮
大
聖
人
は
、人
々
の
幸
福

と
世
界
の
平
和
実
現
の
た
め
に
、

自
ら
お
題
目
を
唱
え
、そ
し
て
お

題
目
を
他
に
勧
め
る
こ
と
こ
そ

が
肝
要
な
り
と
叫
ば
れ
ま
し
た
。

こ
の
お
題
目
に
さ
ら
な
る
縁
を

結
ん
で
い
た
だ
く
為
に
完
成
し

た
も
の
が
、こ
の『
山
静
教
区
十

五
本
山
め
ぐ
り 

御
首
題
帳
』で

す
。こ

の
御
首
題
帳
を
お
持
ち
に

な
り
、山
梨
・
静
岡
の
各
本
山
を

訪
れ
て
下
さ
い
。由
緒
正
し
い
各

本
山
の
長
い
歴
史
を
実
体
験
さ

れ
る
こ
と
で
、さ
ら
に
お
題
目
の

尊
さ
を
実
感
し
て
い
た
だ
け
れ

ば
幸
い
で
す
。

お
求
め
ま
た
お
問
い
合
わ
せ
は

各
菩
提
寺
ま
で
お
願
い
致
し
ま
す
。
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日
　
時
　
十
一
月
二
十
八
日（
月
） 

十
四
時
よ
り

　
場
　
所
　
清
水
テ
ル
サ
　
　

　
　
　
※ 

詳
細
は
後
日
改
め
て
ご
案
内
致
し
ま
す

　
　
　
◆
一
食
一
円
ア
シ
ス
ト
募
金
継
続
中
で
す
。

　
　
　
　 

ご
協
力
を
お
願
い
致
し
ま
す
。

お
知
ら
せ

一
、身
延
山
大
学 

公
開
講
座
開
催
の
お
知
ら
せ

基
調
講
演
法
話

静
岡
県
中
部
宗
務
所 

副
長 「
中
條 

曉
秀 

上
人
」 （
清
水
区
本
能
寺
）

静
岡
県
中
部
　
檀
信
徒
協
議
会
総
会

於
　
静
岡
市
清
水
区　

清
水
テ
ル
サ

平
成
二
十
三
年
度

檀
信
徒
協
議
会
役
員
名
簿

代
表
者
氏
名

足
立　

吉
松

前
田　

徳
治

遠
藤　

偵　
　
　
　
　

佐
野　

文
紀　

渡
井　

康
景　
　

佐
野　

庄
平　
　

後
藤　

幸
雄　

遠
藤　

裕
孝　

加
藤　

鐵
雄　

掛
川　

洋
一　

望
月
新
太
郎

菩
提
寺

妙
蓮
寺　

妙
延
寺　

実
相
寺　
　
　
　
　
　

妙
善
寺　

東
陽
坊

常
境
寺

吉
祥
寺

善
立
寺　

本
妙
寺

宗
長
寺

宗
傳
寺　

役
　
職

副
会
長

監　

査

副
会
長

会　

長

監　

査

副
会
長

区１２３４５６７８９1011

東部＝1.2.3区　中部＝4.5.6.7区　西部＝8.9.10.11区

六
月
二
十
三
日（
木
）清
水
区

テ
ル
サ
に
お
い
て
、管
内
寺
院

護
寺
会
長 

、宗
務
所
関
係
者
延

べ
一
二
六
名
出
席
の
も
と
、平

成
二
十
三
年
度
静
岡
県
中
部
宗

務
所
檀
信
徒
協
議
会
総
会
が
開

催
さ
れ
た
。

総
会
に
先
立
ち
、深
澤
前
所

長
・
貫
名
新
所
長
よ
り
、平
成
十

九
年
度
よ
り
始
ま
っ
た
宗
門
運

動
も
第
二
期
育
成
活
動
に
入

り
、管
内
寺
院
護
寺
会
長
の
皆

様
に
は
更
な
る
協
力
を
お
願
い

し
た
い
と
の
挨
拶
が
あ
っ
た
。

そ
の
後
、慣
例
に
よ
り
遠
藤

会
長（
実
相
寺
護
持
会
長
）を
議

長
と
し
て
議
事
が
進
め
ら
れ
、

平
成
二
十
二
年
度
行
事
報
告
・

全
国
檀
信
徒
協
議
会
報
告
・
平

成
二
十
二
年
度
収
支
決
算
報

告
・
監
査
報
告
が
行
わ
れ
承
認

さ
れ
た
。さ
ら
に
社
会
教
化
事

業
協
会（
四
條
衍
明
会
長
）よ
り

平
成
二
十
二
年
度
一
食
一
円
ア

シ
ス
ト
募
金
収
支
決
算
報
告
と

更
な
る
協
力
依
頼
が
あ
っ
た
。

ま
た
、今
年
度
は
役
員
改
選

の
年
で
も
あ
り
、新
た
に
後
藤

幸
雄
氏（
吉
祥
寺
護
持
会
長
）が

新
会
長
と
し
て
承
認
を
受
け
、

そ
の
他
副
会
長
、監
査
に
つ
い

て
も
新
た
に
承
認
を
受
け
た
。

そ
の
後
、後
藤
新
会
長
を
議
長

と
し
て
、平
成
二
十
三
年
度
行

事
計
画
・
平
成
二
十
三
年
度
収

支
予
算
の
件
に
つ
い
て
議
事
が

進
め
ら
れ
た
。

総
会
終
了
後
、中
條
副
長
よ

り『
立
正
安
国
論
』を
読
む
―
平

成
の
大
地
震
に
鑑
み
て
―
と
題

し
て
、基
調
講
演
が
行
わ
れ
た
。

　

『
立
正
安
国
論
』を
読
む
　

―
平
成
の
大
地
震
に
鑑
み
て
―

「
旅
客
来
り
て
嘆
い
て
曰
く
、

近
年
よ
り
近
日
に
至
る
ま
で
、

天
変
・
地
よ
う
・
飢
饉
・
疫
癘
、遍

く
天
下
に
満
ち
広
く
地
上
に
は

び
こ
る
。牛
馬
巷
に
倒
れ
骸
骨

路
に
充
て
り
。死
を
招
く
の
輩

既
に
大
半
を
超
え
、之
を
悲
し

ま
ざ
る
族
敢
え
て
一
人
も
無
し
」

と
は『
立
正
安
国
論
』の
言
葉
で

あ
る
。

日
蓮
聖
人
が『
立
正
安
国
論
』

を
著
し
、鎌
倉
幕
府
の
実
力
者

北
条
家
の
得
宗
、北
条
時
頼

に
奏
進
し
た
の
は
文
応
元（
一

二
六
〇
）年
七
月
十
六
日
、三
十

九
歳
の
時
だ
っ
た
。三
年
前
に

正
嘉
の
大
地
震
が
起
き
、そ
れ

に
続
い
た
飢
饉
や
疫
病
で
死
体

が
散
乱
す
る
惨
状
を
嘆
い
て
い

る
。国

と
は
人
々
が
生
活
す
る
場

で
あ
る
。そ
の
生
活
が
脅
か
さ

れ
る
。生
活
環
境
が
破
壊
さ
れ

る
。日
蓮
聖
人
に
と
っ
て
、そ
れ

こ
そ
居
て
も
立
っ
て
も
い
ら
れ

ぬ
切
実
な
問
題
で
あ
っ
た
。

こ
の
自
然
災
害
の
原
因
に
つ

い
て
日
蓮
聖
人
が
考
え
抜
い
た

結
論
は
、専
修
念
仏
な
ど
の
邪

法
が
は
び
こ
っ
て
い
る
た
め

で
、正
し
い
仏
法
で
あ
る『
法
華

経
』を
中
心
と
す
れ
ば
国
家
も

国
民
も
安
泰
に
な
る
と
訴
え

た
。簡
潔
に
言
え
ば
、「
南
無
妙

法
蓮
華
経
」と「
御
題
目
」を
唱

え
れ
ば
、森
羅
万
象
の
大
真
理

を
題
目
の
力
で
悟
り
の
世
界
に

入
る
こ
と
が
で
き
、ま
さ
に「
易

行
中
の
易
行
」だ
と
。

さ
て
、日
蓮
聖
人
が『
立
正
安

国
論
』で
予
言
し
た「
他
国
侵
逼

難
」（
他
国
の
侵
略
）と「
自
界
叛

逆
難
」（
同
士
討
ち
）の
二
難
は
、

ま
ず「
他
国
侵
逼
難
」は
、蒙
古

襲
来
危
機
で
現
実
味
を
帯
び
、

「
自
界
叛
逆
難
」は
執
権
時
宗
の

庶
兄
時
輔
の
乱（
二
月
騒
動
）に

よ
っ
て
、現
実
と
な
っ
た
。こ
の

国
難
も
念
仏
、禅
、真
言
、律
宗

な
ど
邪
法
が
垂
れ
流
し
に
な
っ

て
い
る
た
め
だ
と
日
蓮
聖
人
は

捉
え
た
が
、幕
府
は
邪
法
を
禁

止
せ
よ
と
の
日
蓮
聖
人
の
要
求

を
無
視
し
た
。か
か
る
誠
意
な

き
幕
府
の
態
度
に
あ
き
れ
た
日

蓮
聖
人
は「
三
度
国
を
諌
さ
む

る
に
用
い
ず
ば
、山
林
に
ま
じ

わ
れ
」の
例
に
倣
っ
て
身
延
山

に
入
る
こ
と
と
な
る
。

日
蓮
聖
人
の
思
想
の
特
色

は
、来
世
に
救
い
を
求
め
る
の

で
は
な
く
、こ
の
濁
世
を
理
想

の
仏
国
土
の
建
設
に
邁
進
し
よ

う
と
す
る
点
に
あ
る
。法
華
経

の
行
者
は「
不
惜
身
命
」（
命
限

り
あ
り
惜
し
む
べ
か
ら
ず
）と

い
う
気
概
で
国
土
を
改
造
す
る

責
務
を
負
う
と
い
う
の
で
あ

る
。こ
こ
に
日
蓮
聖
人
の
真
骨

頂
が
あ
る
。

―『
立
正
安
国
』と
い
う

　
　
　
　
　
　

題
名
の
こ
と
―

「
立
正
安
国
」の
四
文
字
は
、

内
容
と
目
的
と
を
最
も
的
確
に

表
現
し
、併
せ
て
端
的
に
日
蓮

聖
人
の
宗
教
観
を
明
示
し
た
四

字
熟
語
で
あ
る
。

「
立
正
」と
は
正
法
を
立
て
る

こ
と
。い
う
ま
で
も
な
く
正
法

と
は
法
華
経
の
こ
と
。「
安
国
」

と
は
日
本
乃
至
一
閻
浮
提（
全

世
界
の
こ
と
）の
万
民
を
安
穏

に
す
る
こ
と
。つ
ま
り
正
法
で

あ
る
法
華
経
を
も
っ
て
一
閻
浮

提
を
仏
国
土
と
す
る
の
意
で
あ

る
。さ

て
、明
庵
栄
西（
一
一
四
一

〜
一
二
一
五
）に
は『
興
禅
護
国

論
』が
あ
る
。「
興
禅（
禅
を
盛
ん

に
す
る
こ
と
）」に
よ
っ
て
護
国

と
な
る
の
で
あ
る
か
ら
、「
立
正

安
国
」と
や
や
近
い
題
と
な
る

が
、「
護
国
」と「
安
国
」で
は
そ

の
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
違
う
。

確
か
に「
鎮
護
国
家
」を
始
め

「
護
国
」は
伝
統
的
用
語
で
は
あ

る
が
、宗
教
用
語
と
し
て
は
い

う
ま
で
も
な
く
、「
安
国
」が
相

応
し
い
。「
護
国
」な
ら
ば
政
治
・

軍
事
で
も
可
能
で
あ
る
が
、な

れ
ど「
安
国
」と
い
う
精
神
的
安

穏
は
、た
だ
宗
教
に
よ
っ
て
の

み
齎
さ
れ
よ
う
。

い
わ

ち
ま
た

み
ち

み
や
か
ら

い

た

ま
い

い
ち

ふ
さ

わ
も
た
ら

え
ん

ぶ

だ
い

し
ん

こ
く

し
ん

ぴ
つ

じ

か
い

ほ
ん

ぎ
ゃ
く
な
ん

な
ん

ぎ
ょ
う

い
ぎ
ょ
う

と
も
が
ら




